
 

  

 

 

 

 

 

令和２年度保険料率について 

（支部評議会における主な意見） 

 

令和元年 10 月に開催した各支部の評議会での意見については、昨年と同様、理事

長の現時点における考え（状況に大きな変化がない限り、基本的には中長期的な視点

で保険料率を考えていくこと）を評議会で説明した上で、特段の意見があれば提出し

ていただくこととした。 

意見書の提出状況並びに平均保険料率に対しての意見の概要は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 激変緩和措置については、計画的な解消以外の意見はほぼなく、保険料率の変更

時期についても、4月納付分（3月分）以外の意見はほぼなし。 

 

意見書の提出なし   13 支部 （9 支部） 

意見書の提出あり   34 支部 （38 支部） 

① 平均保険料率 10％を維持するべきという支部  21 支部 （18 支部） 

② ①と③の両方の意見のある支部            7 支部 （13 支部） 

③ 引き下げるべきという支部                2 支部 （6 支部） 

④ その他（平均保険料率に対しての明確な意見なし）   4 支部 （1 支部） 

※（ ）は昨年の支部数 


